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会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和７年度第３回武蔵村山市行政改革推進委員会 

開 催 日 時 令和７年１１月１７日（月）午後１時５６分から午後３時４分まで 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び

欠 席 者 

出席者：小暮委員（委員長）、坂野委員、島委員、田邊委員、伊藤委員、

谷治委員 

欠席者：山口委員（副委員長） 

事務局：企画財政部長、企画政策課長、行政管理係長、行政管理係主任、

デジタル推進課長、デジタル推進係長、デジタル企画係長、デ

ジタル企画係主事 

報 告 事 項 令和７年度第２回武蔵村山市行政改革推進委員会の会議結果について 

議 題 

１ 武蔵村山市第八次行政改革大綱及び（仮称）武蔵村山市ＤＸ推進計

画（第１．０版）の素案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問
題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１：武蔵村山市第八次行政改革大綱及び（仮称）武蔵村山市ＤＸ推

進計画（第１．０版）の素案について、委員から意見を頂いた。 

議題２：特になし。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言

順に記載し、同
一内容は一つに
まとめる。) 

 
（発言者） 
○印=委員 

●印=事務局 

報告事項 令和７年度第２回行政改革推進委員会の会議結果について 

令和７年度第２回行政改革推進委員会の会議結果について事務局か

ら報告した。 

  

【質疑・意見等】 

○ 特になし。 

 

議題１ 武蔵村山市第八次行政改革大綱及び（仮称）武蔵村山市ＤＸ推

進計画（第１．０版）の素案について 

● 武蔵村山市第八次行政改革大綱及び（仮称）武蔵村山市ＤＸ推進計

画（第１．０版）の素案について説明する。 

前回の会議に引き続き、本日は、別添資料「武蔵村山市第八次行

政改革大綱及び（仮称）武蔵村山市ＤＸ推進計画（第１．０版）【素

案】」の２３ページから３８ページまでの「第４章 改革の柱②ＤＸ

の推進」及び（仮称）武蔵村山市ＤＸ推進計画（第１.０版）に掲げ

た推進項目について御審議いただきたいと考えている。 

２３ページから２５ページまでの「第４章 改革の柱②ＤＸの推

進」について説明する。 

まず、「１ 武蔵村山市ＤＸ推進計画」について、本市のデジタル

化に関する基本計画であり、上位計画である「武蔵村山市第五次長

期総合計画」で掲げるＤＸの推進に関する施策を効果的に推進する

ための個別計画として策定するものである。 

また、行政改革とＤＸの推進目的は共通した要素を有し、密接に
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関係しているため、第１．０版においては、行政改革大綱の一部と

して捉え、一体的に策定している。 

  なお、本計画は、国の「自治体デジタル・トランスフォーメーショ

ン（ＤＸ）推進計画（第４．０版）」において掲げる自治体が重点的

に取り組むべき事項に対応するとともに、官民データ活用推進基本法

に基づく「武蔵村山市官民データ活用推進計画」として位置付けるこ

ととしている。 

  続いて、２６ページから３８ページにかけて（仮称）武蔵村山市Ｄ

Ｘ推進計画（第１.０版）に掲げた推進項目について説明する。 

 

‐‐‐‐‐‐ 推進項目 説明 ‐‐‐‐‐‐ 

 

⑴ 市民サービスＤＸの推進 

①スマート行政サービスＤＸ 

項番３８「市公式デジタルツール導入の検討」 

取組内容は、多くの市民になじみのあるＬＩＮＥの機能拡張や統

合型自治体アプリの導入により、様々な行政手続や情報収集をいつ

でもどこでも完結できるデジタル市役所の実現について検討するこ

ととしている。 

 

項番３９「オープンデータの整備」 

取組内容は、政府が公開を推奨する「自治体標準オープンデータ

セット」に基づき、市が保有する公開可能なデータについて、オー

プンデータの整備をすることとしている。 

 

項番４０「行政手続のオンライン化の推進」 

取組内容は、市民が市役所に来庁することなく、２４時間３６５

日、いつでもどこでも各種手続をオンラインで行うことができるよ

う、行政手続オンライン化率１００％の達成に向け取り組むもので

ある。 

  また、オンライン化済手続についても、市民がより簡単に使いやす

いオンライン申請を目指して改善を継続することとしている。 

 

項番４１「マイナンバーカードの新たな利活用策の検討」 

取組内容は、マイナンバーカードのＩＣチップ内の空き容量を活

用した新たな取組を検討することとしている。 

 

項番４２「フロントヤード改革の推進」 

取組内容は、市民が申請書を記入することなく手続等が可能とな

る「書かない窓口」の利用を促進するとともに、窓口サービス利用

者の利用満足度を見える化し、待ち時間の短縮等更なるサービス向

上に取り組むものである。 

また、フロントヤード改革の一環として来庁者の窓口の待ち時間

短縮や職員の業務効率化を図るため、予約制が望ましい手続を精査
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した上で、窓口業務における予約制の導入を検討することとしてい

る。 

 

項番４３「公金収納におけるデジタル化（ｅＬ－ＱＲの活用）の

拡充」 

取組内容は、市税の電子納付の仕組み（ｅＬＴＡＸ）を活用し、

その他の公金収納についても、ｅＬ－ＱＲ（地方税統一ＱＲコード）

により電子納付ができるよう対象を拡大することとしている。 

 

項番４４「歴史資料のデジタルアーカイブ化の実施」 

取組内容は、市が所蔵する歴史資料をデジタル化し、市民がいつ

でもどこでも閲覧できるようにするとともに、保存記録としての活

用に取り組むこととしている。 

 

 ②市民にやさしいＤＸ 

項番４５「防災分野におけるデジタル化・ＤＸの検討（防災ＤＸ)」 

取組内容は、災害時における迅速かつ正確な避難支援のため、年

齢、居住地域などに応じた避難指示をスマートフォンへ通知するこ

とや、避難所のチェックイン（入所登録）等ができるマイナンバー

カード情報を活用した防災アプリ等の導入を検討することとしてい

る。 

 

項番４６「地域活動におけるＩＣＴ化の検討」 

取組内容は、地域社会の活性化や課題解決を目的に、自治会活動

等の地域におけるＩＣＴ活用の導入支援策を検討することとしてい

る。 

 

項番４７「民生・児童委員活動のＩＣＴ化」 

取組内容は、民生・児童委員の活動において、様々な課題を抱え

る市民からの相談に、より効率的に対応するため、公用スマートフ

ォンを貸与し、連絡アプリによる連携体制を構築することとしてい

る。 

 

項番４８「デジタルデバイド対策の推進」 

取組内容は、スマートフォン等のデジタル機器やサービスに不慣

れな方、利用にためらいを感じている市民を対象に、ＩＣＴ講習会

の開催を継続するとともに、市民の困りごとに寄り添った新たな支

援策を検討することとしている。 

 

項番４９「子ども向けデジタル体験事業の実施」 

取組内容は、次世代を担う子ども達の可能性を広げるため、幅広

いデジタル体験や知識の向上を図る機会をさらに充実させる取組を

検討し実施することとしている。 
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項番５０「子ども・高齢者の新たな見守りサービスの検討」 

取組内容は、子どもや高齢者にとって、安全・安心な地域社会実

現のため、デジタル技術を活用した新たな見守り対策を検討するこ

ととしている。 

 

項番５１「市議会のインターネット生配信の実施」 

取組内容は、市議会を広く市民に公開し、開かれた議会を推進す

るため、本会議等の模様をインターネットから生配信する配信体制

の構築を検討し、実施することとしている。 

 

項番５２「公共施設利用時の利便性向上策の検討」 

取組内容は、市民が市役所等に来庁することなく、公共施設の予

約から鍵の開錠・施錠までの手続のオンライン化に向け検討するこ

ととしている。 

 

項番５３「学校教育における定期テスト等のＣＢＴ化の検討」 

取組内容は、学力や理解度の効果的な測定及び教員の負担軽減の

ため、定期テスト等のＣＢＴ化について検討することとしている。 

 

⑵ 庁内ＤＸの推進 

①業務効率化ＤＸ 

項番５４「ＡＩ・ＲＰＡの活用」 

取組内容は、定型業務の自動化からデータ解析、作業プロセス改

善など多岐にわたる業務においてＡＩ・ＲＰＡの積極的な活用を推

進することとしている。 

 

項番５５「新たなノーコード、ローコードツール導入の検討」 

取組内容は、更なる業務の効率化を図るため、専門的な知識がな

くても業務アプリを作成できる新たなノーコード、ローコードツー

ルの導入を検討することとしている。 

 

項番５６「テレワークの推進」 

取組内容は、時間や場所にとらわれない柔軟かつ多様な働き方を

推進するため、現行のテレワーク環境及び運用を見直すとともに、

利用者の拡大を図ることとしている。 

 

項番５７「情報システムの標準化・共通化の推進」 

取組内容は、標準準拠システムへの移行が完了したシステムの安

定稼働を図るとともに、標準準拠システムへの移行により見えてく

る課題の解決を図るものである。また、特定移行支援システムとな

っている保健福祉総合システムの標準準拠システムへの移行を実施

することとしている。 

 

項番５８「電話応対業務の効率化の検討」 
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取組内容は、ＡＩを活用した通話録音システム等による電話応対

品質の向上及び業務の効率化策を検討するものである。また、勤務

場所にとらわれずに内線通話が可能となり、災害時の業務継続に有

効な常設型電話交換機（ＰＢＸ)のクラウド化を検討することとして

いる。 

 

項番５９「「条例等の公布の電子化の実施」の策定」 

取組内容は、行政文書のペーパーレス化に合わせ、条例や規則等

の公布を電子化し、ホームページ等により公開することとしている。 

 

項番６０「訪問業務等の効率化策の検討」 

取組内容は、訪問業務等において、モバイル端末を活用した支援

情報等の確認や記録業務の効率化策を検討することとしている。 

 

項番６１「まちづくり分野におけるデジタル化の推進」 

取組内容は、ＡＩを活用したインフラ点検や公共交通の最適化な

ど、まちづくりにおけるデジタル技術を活用した業務効率化策を検

討することとしている。 

 

項番６２「財務会計事務における電子決裁の導入」 

取組内容は、業務効率化及びペーパーレス化を推進するため、財

務会計における各種事務の電子決裁を検討し、導入することとして

いる。 

 

②職員・職場環境ＤＸ 

項番６３「ＥＢＰＭの推進体制の構築」 

取組内容は、政策立案に必要なデータの効率的な収集・蓄積、多

角的な分析を通じて、立案や政策改善に反映させる仕組みを作り、

データに基づく意思決定を全庁的に浸透させる推進体制を構築する

こととしている。 

 

項番６４「ペーパーレス化の推進」 

取組内容は、デジタルデータを前提とした利用環境の整備・充実

を図り、更なるペーパーレス化を推進するものである。 

また、本庁舎の情報系ネットワークを無線化し、庁内のどこでも

業務が可能となる環境の構築について検討し、実施することとして

いる。 

なお、改革の柱①に掲載されている項番２「行政文書のペーパー

レス化の推進」との違いについては、項番２は、職員の意識改革等

のソフト面の推進、項番６４は、ネットワーク環境や端末の整備な

どのハード面の推進と整理している。 

 

項番６５「デジタル関連予算等の最適化」 

取組内容は、デジタル関連予算や導入経費の最適化を図るため、
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予算要求資料の標準化等により、効率的な査定体制を構築すること

としている。 

 

項番６６「ＤＸ推進部門による所管課支援体制の検討」 

取組内容は、職員が抱える業務課題に関する相談を受け付け、 全

庁的なＤＸ推進に向けて効果的に支援する仕組みを検討することと

している。 

 

項番６７「ネットワーク環境の再構築及びセキュリティ対策の強

化の検討」 

取組内容は、クラウドサービスの利用拡大や職員の効率的な働き

方を実現するため、セキュリティ対策の強化を前提として、既存の

ネットワーク環境を見直し、より効率的で利便性の高いネットワー

ク構成を検討することとしている。 

 

項番６８「デジタル人材の確保・育成の推進」 

取組内容は、ＤＸの更なる推進のため、国や東京都の支援制度を

活用しながら、より高度な知識・技術を有するデジタル人材の確保

に取り組むものである。 

また、高度化するデジタル技術を活用し、ＤＸ推進を担う職員を

育成するため、「デジタル人材育成方針」を策定することとしている。 

 

項番６９「人事管理業務の最適化の検討」 

取組内容は、最適な職員配置や休職者への対応等の多様化・複雑

化する人事業務を効率的に進めるため、人事情報を集約・分析し、

より効果的なＨＲＭ（人的資源管理）を実現する仕組みを検討する

こととしている。 

 

項番７０「介護認定業務におけるデジタル化の検討」 

取組内容は、介護認定調査票の迅速な点検業務に向けたＡＩ活用

や市民及び地域包括支援センター等が申請情報の進捗状況を問い合

わせることなく確認できる仕組みを検討することとしている。 

 

（「第４章 改革の柱②ＤＸの推進」及び（仮称）武蔵村山市ＤＸ推進

計画（第１．０版）に対する質疑・意見等） 

【質疑・意見等】 

○ 令和７年３月２８日に総務省が発行した「自治体デジタル・トラン

スフォーメーション（ＤＸ）推進計画（第４．０版）」（以下「自治体

ＤＸ推進計画」という。）において掲げる自治体が重点的に取り組む

べき事項に基づき改革の柱と推進項目を整理しており、大変良いと思

う。 

○ ２４ページに記載された表は、自治体ＤＸ推進計画の内容を引用し

ていると思うが、同計画は従前の版と内容や表現が若干変更している

箇所があると認識している。表の「３ 各団体において必要に応じ実
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施を検討する取組」は表現が変更され、「３ 各団体においてＤＸを

進める前提となる考え方」となっており、併せて取組項目が一つ増え

三つとなり、「⑵自治体におけるシステム整備の考え方」が追加され

ている。 

○ 最新の自治体ＤＸ推進計画とリンクさせて計画を策定する形で対

応いただきたい。 

● 御指摘のあった内容を確認させていただく。 

 

（「第４章 改革の柱②ＤＸの推進」の項番３８から項番５３までに対

する質疑・意見等） 

【質疑・意見等】 

○ 「改革の柱②ＤＸの推進」に掲げる項目は、どれも実施されると市

民にとって喜ばしい内容である。 

一方、かなり膨大であるため、全て実現できる予算があるかが気

になる。また、実施する上で項目の優先順位をどう付けるかが重要

であり、幅広く手を伸ばした結果、使いにくいものが出来上がって

しまうより、優先順位を付けて取り組むことで、より使い勝手の良

いものになる方が良い。財政的な負担や優先順位をどう捉えている

かを伺いたい。 

● 財政的には非常に厳しい状況である。一方、デジタルツールを導入

することで発生する直接的な経費と、削減される経費もある。それら

を総合的に勘案した上で、導入するかを判断していきたいと考えてい

る。 

提案項目は、既に何らかの取組を進めているものや、それを継続

しつつ、新たに別の取組を進めるかを検討するもの、実施を前提と

して進めていくものがある。項目に掲げる達成基準で「検討結果報

告書提出」とする項目は、財政的な課題も含めて導入、実施等の可

否を検討していくものである。一方、「実施」とする項目は、時限的

に実施時期を決め、それに向けて速やかに実施すべきとしており、

費用の精査は必要だが、基本的には「実施」を前提に取り組んでい

くので、項目間の優先順位が変わると考えている。 

○ ユーザーエクスペリエンス（以下「ＵＸ」という。）、ユーザーイン

ターフェースを考慮した使いやすさや分かりやすさ、デザインやレイ

アウトを、どのように実施していくかが気になる。取組の実施に当た

っては、使いやすさの観点から精査することも大切にしてほしい。 

例えば、項番４４「歴史資料のデジタルアーカイブ化の実施」で

歴史資料をただ並べるのではなく、市民がどのようなケースでどう

使用したいかなど、ユーザー体験を定義し、それに合わせたユーザ

ーインターフェースを作ることを希望したい。また、発注の際にも

その視点でデザイン的な要素をきちんと理解した業者を選定すると

良い。 

● 現在、市で推進するオンライン手続は、市職員自ら作成できるツー

ルを使用するため、ユーザーの使い勝手を検証し、改善する作業を継

続しないといけないと考えている。オンライン化だけが目的ではな



- 8 - 

く、使い勝手の良さの観点を忘れずに取り組んでいきたい。 

○ 項番５５「新たなノーコード、ローコードツール導入の検討」にお

いて、取組に携わる職員に対し、事前にＵＸの勉強会等をきちんと実

施しておくというのも、手段の一つとして挙げられると考える。 

○ ＤＸを推進するに当たり、高齢者にパソコン等が十分に普及してい

るとは言えない。パソコン等を所有していても機能を十分に使いこな

せず、デジタル技術に不得手な方も大勢いるだろう。また、マイナン

バーカードを活用したＤＸの推進に関しても、現状、マイナンバーカ

ードを頑なに取得していない人もいると思われる。 

○ 本市のマイナンバーカード普及率を伺いたい。 

● 本市の普及率は、令和７年１０月末時点で７８％であり、全国の普

及率は７９．９％である。 

○ 項番４８「デジタルデバイド対策の推進」に関連するが、デジタル

デバイド対策が更に取り組まれることで効率化につながると思料す

る。ＤＸを理解するには、一、二度の単発の講習ではなく、デジタル

技術に精通した専門家による継続した講習で高齢者が使いこなせる

ように指導すると良いと思う。また、地区会館など、地域ごとに集ま

りやすい場所で講習会を開催すれば、高齢者も参加しやすくなり、デ

ジタル技術に触れる機会も生まれ、苦手意識がなくなり自信がつくだ

ろう。 

○ 「検討結果報告書提出」と位置付けた項目の中には事前に業務フロ

ーや手法を可視化することによる現状分析が必要となってくるもの

があると思う。例えば、項番４２「フロントヤード改革の推進」の取

組の一環として掲げている窓口業務における予約制の導入に伴う精

査や、項番５２「公共施設利用時の利便性向上策の検討」の公共施設

の予約から鍵の開錠・施錠までの手続のオンライン化の精査におい

て、まずは全容を調査・分析して現状把握し、その結果を踏まえた上

で、次の段階の検討結果報告書の作成に臨む手順を踏む予定なのか。 

● 複数年度にわたり年次計画が記載された項目は、主に前年度に「検

討」、次年度に「検討結果報告書提出」としている。単年度にのみ年

次計画が記載された項目は、当該年度に調査検討を含めて実施した上

で報告書の作成となる。いずれも現状把握をした上で、取組内容に沿

った検討を所管課で進めるが、業務フロー等を可視化する考え方も必

要だと捉えている。 

○ 是非、実施していただきたいと願う。 

○ 項番４４「歴史資料のデジタルアーカイブ化の実施」は取組として

非常に良い。 

一方、市公式ホームページ上の武蔵村山市立歴史民俗資料館の紹

介では「資料館だより」が平成２７年度の最終更新である現状をみ

ると、推進したい取組内容と大分かけ離れているように思える。い

きなり本項目に掲げるデジタルアーカイブ化まで推進していけるか

が疑問であり、歴史資料をどのように公開し使用していくかのプロ

モートの部分も考える必要がある。 

例えば、本項目と項番３８「市公式デジタルツール導入の検討」
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を関連させて情報配信するなど、相互で取組を行う方針や計画は考

えているのだろうか。 

● 本素案で項目出ししたＤＸのツールは、それぞれ独立するというよ

り、相互に関係する部分もあり、所管課でも整理に苦慮した経過があ

る。現状はある程度、項目を区分けして記載している。市民への周知

や、御指摘のあったデザイン的なものを含め、どの項目にも関連して

影響する部分は、各項目間の状況把握をした上で、反映させる方向で

検討していきたいと考えている。 

○ よろしくお願いしたい。 

○ 項番４９「子ども向けデジタル体験事業の実施」と項番４４「歴史

資料のデジタルアーカイブ化の実施」は連携して進めていくほうが良

い。中学校は市教育委員会の管轄なので、本市の歴史資料のデジタル

アーカイブ活用の仕方を、中学校のデジタル体験事業の一環として実

施し、どのようにＤＸ化を進めるかを生徒に体験させ考えるのも一つ

の方策だと思料する。また、デジタルアーカイブ化する歴史資料も優

先順位を付けると良い。小学校では、第３学年で市の歴史を学ぶので、

それを踏まえて学校教育で求める教育課程で役立つ歴史資料から進

めていく、あるいは、シニア世代は歴史が好きな方が多いので、そう

いう層に狙いを定めて順序を立ててデジタル化を進めていくのも良

い。 

● 段階的にデジタル化を進め順次拡大していく。所管課では市の指定

文化財からデジタル化を進めていく予定である。 

○ 武蔵村山観光まちづくり協会が取りまとめた資料が既にあるので、

一般的なものなら、それに任せるという考えもあるだろう。重複して

しまうならもったいない。 

 

（「第４章 改革の柱②ＤＸの推進」の項番５４から項番７０までに対

する質疑・意見等） 

【質疑・意見等】 

○ ＤＸを推進していくに当たって、ＲＰＡの活用、所管課への支援体

制や専門家への相談、人事管理の体制など、どの自治体でもそれほど

差はなく同様の課題があると思われるので、前回の会議でも議論した

が、広域連携を検討することを求めたい。 

● ＤＸのツールや端末等のハード面に関しては、一般財団法人Ｇｏｖ

Ｔｅｃｈ東京と東京都デジタルサービス局と連携した共同調達の仕

組みが広く進んでいる。本市もそれに参加して様々なツールを共同調

達するとともに、うまく活用するため伴走によるサポートを受けてい

る。実際の取組では、各自治体独自のものに合わせ、経費を抑えて調

達する仕組みが浸透している。今回提案した推進項目も共同調達で示

されているメニューを活用しながら、より市民に合う形で運用できる

ように考えている。 

○ 共同調達についてバックオフィスを一本化するなどという考えに

は至っていないのか。 

● システム間のネットワークの差が自治体ごとで異なる。個別のツー



- 10 - 

ルの導入について、共同調達するメリットは感じているものの、広域

で同じものを同時調達する場合は、長期的な視野で進めていく必要が

ある。 

● 前回の会議で議論した広域連携の推進に関する取組は、「改革の柱

①組織力の強化」に項目を新たに設けることとし、公共施設だけでな

くデジタル分野なども視野に入れ広域連携を推進する形で整理する。

当委員会からの答申を踏まえ、行政改革本部及びＤＸ推進本部に諮

り、議題として審議したいと考えている。 

○ 「改革の柱②ＤＸの推進」で掲げる「⑴市民サービスＤＸの推進」

と「⑵庁内ＤＸの推進」は、とても密接に関連すると考えている。庁

内のＤＸが進まない状態で、外側の市民サービスのＤＸを進めても効

率が悪い部分があると思う。二軸で進めるに当たり、「⑴市民サービ

スＤＸの推進」と「⑵庁内ＤＸの推進」で掲げる項目をそれぞれ関連

させるイメージで計画を立てたのか。 

● 事務局としては、内部事務のＤＸと対外的に提供するサービスのＤ

Ｘで整理している。市民に対して適切に提供するサービスに関わる業

務のＤＸと、庁内業務のＤＸとしているが、庁内的なものであっても

市民サービスに影響する部分もあるので完全に切り分けするのでは

なく、関連するものは一体的に推進する予定である。 

○ 項番６４「ペーパーレス化の推進」について、自治体で管理する台

帳や地図などは、まだ紙媒体で管理されている現状がある。市民サー

ビスという外側をデジタル化していく中で、これまで紙面で管理して

いたものもデジタル化しないといけない状況になっている。その連動

性や関連性も見つつ、市民サービスの手前の業務でのデジタル化をど

う推進していくかも考え、ペーパーレス化の推進ができると良い。 

○ 他自治体でもＡＩ・ＲＰＡやノーコード、ローコードツールを推進

できるか、できないかは顕著に現れており、推進できる人材をどう配

置するかが非常に大切になる。項番５４「ＡＩ・ＲＰＡの活用」、項

番５５「新たなノーコード、ローコードツール導入の検討」及び項番

６１「まちづくり分野におけるデジタル化の推進」の取組が連動する

と思われるが、推進できる人材を増やす取組として、現段階での考え

や想定を伺いたい。 

● 現状、デジタル推進課と各業務の所管課との認識の差は大きい。新

たなツールの導入に伴う研修の実施や、使い方を周知しているもの

の、なかなか広がっていかない実情がある。 

  また、本市では各課にデジタル推進員を設置する仕組みもあるが、

各課の職員に充て職という形で指名するので、その職員が必ずしもデ

ジタルに精通しているわけではない。デジタル推進員への個別研修も

実施しているが、通常の担当業務に追われる中で、そういう視点を持

つ職員と、そうでない職員との違いも感じている。 

専門ツールに応じた取組は、個別の研修を継続して実施しつつ、

各課での取り組む内容をフィードバックしていく仕組みを考えた

い。各課のＤＸの状況を細かく丁寧に見ていく体制整備の検討が必

要だが、現状は仕組みの構築には至っておらず、引き続き取り組ん
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でいきたい。 

○ 是非、検討していただきたい。一般財団法人ＧｏｖＴｅｃｈ東京で

は都内の各自治体のＤＸ推進リーダー等から情報収集し、その情報を

各自治体に提供、共有できる体制があり、発表の機会も設けている。

広域連携はツールだけでなく、知識やノウハウを共有していく考えも

取り入れた方が望ましく、同じものを使うメリットが生まれると思料

する。職員が少ない状況で取り組むのは難しく、その面からも助け合

って取り組めると良い。 

○ ＤＸの推進はとても重要である。その前提として、まずＤＸを導入

していくに当たり、今の業務に関する手続フローを通じて、それが必

要かや、効率的かという観点でもって当該業務の見直しを図り、必要

な業務を精査した上でＤＸを図れるかを検討していくことが非常に

重要だと考えている。その観点で取り組んでほしい。 

○ 全体を通した話だが、項番６５「デジタル関連予算等の最適化」は、

全ての予算要求事業に適用されるものなのか。 

● デジタル関連予算の査定は、令和７年度も試行的に進めている。デ

ジタル関連予算は各課で取り扱うものもあり、重要政策として位置付

けた事業は、実施計画として年度ごとに計画するため、所管課で個別

に要求している。 

個別の事業で確認できる機会があるものはよいが、継続的なシス

テム関連予算は、更新に伴い経費が上昇することがある。また、デ

ジタル関連予算を各課で個別に要求する際、各システム事業者との

調整が不十分となり、いざシステムを導入する際に経費が不足して

しまい、システム構築時に障害が発生してしまうケースがある。デ

ジタル推進課において見積もり段階から事前に確認することで、不

要な経費の有無や計上漏れを防ぎ、適正な金額で発注行為を行える

体制整備を進めている。 

予算規模で区分けせず、全体的に見て精度を高めていきたいが、

予算要求内容を毎度デジタル推進課で確認するのは膨大な負担とな

る。統一的な判断ができるように業者からの見積もり段階で最低限

確認すべき項目を各課へ示し、各課において予算の不足なく要求で

きる仕組みづくりを目指している。 

○ もう少し手前の段階で対応を考えてはどうか。行政にはいろいろな

分野がある中、ＤＸは横串しの位置付けになると思う。市全体でＤＸ

を推進していく際には、各分野の部署でＤＸを推進していけるかとい

う目線で、政策立案ができる基準があると良い。予算の関係から、す

ぐ実現できないかもしれないが、ＤＸできるかの手掛かりを、どこか

の段階で検討できる仕組みを入れておくと、今後、長期的な視点で考

えていく際にも役立つと思料する。 

● 御指摘のとおりと思う。現状は、各課の所管業務を情報収集できて

いない。情報収集してＤＸできるものを洗い出してつなげていく。 

● 現状も、デジタル推進アドバイザーも交えながら、個別に各課の

様々な相談に応じているが、きちんとシステム構築された仕組みが今

後は必要になってくる。項番６５「デジタル関連予算等の最適化」は、
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要不要の経費の判別に関してシステム的な査定体制を構築するもの

である。デジタル機器やシステム等に関してシステム事業者からの見

積もり段階で導入に際して適正な金額なのかが判断されず見落とす

ケースがあり、専門知識の有無にかかわらず理解するように努めると

ともに、体制を構築していくことを、将来的な課題して認識して進め

ていきたい。 

○ 項番６３「ＥＢＰＭの推進体制の構築」については、是非とも実現

していただきたい内容である。デジタル化の前に、そもそも「エビデ

ンス・ベースト・ポリシー・メイキング（ＥＢＰＭ）」という仕組み

自体を、果たして市で作れるのかが難題であると考えている。その仕

組み自体は市独特である必要はない中で、ＤＸの前にルールや仕組み

を作れる目途が立っているのかが知りたい。 

  民間でもよく言われる話として、エビデンスを基に判断するという

号令だけあり、なかなかその主旨どおりに実施することは容易ではな

い。政策の企画立案の際にも、ＫＰＩを立て、そのＫＰＩが本当に実

現できたかを確認していく。一方、現場では実施できる前提のものを

ＫＰＩにしたくなることもあるため、政策が本当に正しいかの観点

や、やり遂げなければいけないという観点から相互が駆け引きとなる

ケースもあり得る。意味のあるＤＸにするため、どのような仕組みを

構築するかや、段取りがあるかを伺いたい。 

● 今年度にデジタル推進課の内部ではＥＢＰＭの仕組みを含めた研

修を受講し、市としての活用などを試行的に模索している。御指摘の

とおり、それを全庁的に進めていくには課題が多く、現状では、最も

効果的な推進方法は何か、ＥＢＰＭを進めやすい体制の構築につなが

るかは、まだ先が見えていない状況である。 

  一方、元となる情報をどう整理するかも必要で、各課で保有する情

報は紙媒体、電子ともに全庁的に共有できる状態で整理されていな

い。項目３９「オープンデータの整備」にも関連するが、必要な情報

をうまく共有できる環境も併せて整備していく必要がある。ＥＢＰＭ

に関しては初期の段階と言えるので、まず、職員に対しては、そうい

う視点で政策の企画立案をするよう、意識付ける取組を継続していき

たい。 

○ 是非チャレンジしていただきたい。ＥＢＰＭを実現するため、どう

いうデータを取得すべきかという観点で、デジタライゼーションの取

捨選択をしていくのも一つの手法かと思う。取り組みたいことを踏ま

え、そのためにデジタル化すべきか判断を下すのにＥＢＰＭは役立つ

だろう。データの中にはＰＤＦのまま、検索性なく記録・保管するだ

けでよいものもある。データとして抽出したいものでＥＢＰＭに使え

るかが試金石になり、判断のポイントになると思う。 

○ 職員の担当業務は定期的に変わるものなのか。 

● 職員は、基本的に３年から５年程度で定期的な異動があり、係長職、

課長職、部長職など肩書があっても例外なく配置が変わるので、同じ

部署に長く在籍することはほとんどない。 

○ 多岐にわたる業務に携わる中で心身の疲れから病む職員もいると
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思うが、面談を行うなどの気配りをしているのか。 

● 職員に対する心のケアに関しては、専門の臨床心理士に協力を依頼

し、定期的に希望職員に面接相談できる仕組みを構築している。また、

個々に上司や職員課への相談も可能だが、担当業務が自分に合う、合

わない等の理由で心を病む職員が多い状況もある。その点を含めて、

職員が置かれている状況を把握できる方法を、今後検討して進めてい

かなければならず、課題である。 

○ 人材育成が最も大事であり、一人一人の適性を見極めて適材適所を

判断した上で仕事ができれば、心身ともに病むこともないと思うの

で、お願いする。 

○ デジタル人材は、様々な知識を得てスキルを習得していくことにな

るが、そういう人材が、この職場できちんと活躍できるという環境を

継続して示していくことが、人材を定着させ、モチベーションの維

持・向上につながっていくと思料する。項番６８「デジタル人材の確

保・育成の推進」及び項番６９「人事管理業務の最適化の検討」の取

組を推進する際は、モチベーションを低下させず先を見据える形とな

るよう意識していくと、人材流出を抑え、新たな人材確保につなげる

ことができると思う。 

  デジタルツール等を使用する場合、一般的な事務とは異なるスキル

が必要となる。スキルは本人にとって武器となり、長所や強みにもな

るが、本市に限らず余所でも使えることになる。強みを発揮するフィ

ールドをきちんと示してあげることで、市に貢献していると実感で

き、それを見せることも重要なので、是非とも取り組んでいただきた

い。 

 

議題２ その他 

会議録の取扱い、次回の会議日程等について周知した。 

 

【質疑・意見等】 

○ 特になし。 

 
 
 

会 議 の 

公 開 ・ 

非公開の別 

☑公  開                  傍聴者： ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                  ） 

□非 開 示（根拠法令等：                  ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７４） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 


